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Ｚ－６７－Ｄ 法人税法〔第一問〕－解 答－ 

 

問 1 青色申告制度について 

⑴ 青色申告制度の適用要件 

・ 制度の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に

提出すること。❷ 

・ 帳簿の作成と保存 ❶ 

 

⑵ 青色申告の承認が取り消されることとなる事実 

① 税務調査にあたり帳簿書類等の提示を求められたにもかかわらず提示をしない場合 ❷ 

 （帳簿書類等の備付け、記録及び保存が適切に行われていない場合） 

② 二事業年度連続して期限内に申告書の提出がなかった場合 ❷ 

 

⑶ 青色申告法人にのみ適用される制度（租税特別措置法上の制度を除く。） 

① 青色欠損金の繰越控除 ❶ 

② 青色欠損金の繰戻しによる還付 ❶ 

③ 青色申告等に係る更正 ❶ 
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問 2 

⑴ 外国子会社配当益金不算入制度について 

① 外国子会社の要件 

内国法人により発行済株式等（自己株式を除く。）の 25％以上をその剰余金の配当等の支払義務が確定する日以前６月以

上引き続いて保有されていること。❸ 

 

② 外国子会社配当に対して課された外国源泉税の取扱い 

外国子会社配当の益金不算入の規定の適用を受ける場合には、外国子会社配当に対して課された外国源泉税は、内国法人

の各事業年度の損金の額に算入しない。❸ 

 

③ 外国子会社配当の一部が当該国で損金算入される場合の内国法人が受け取る配当についての課税関係 

この場合における内国法人が受け取る外国子会社配当については、外国子会社配当益金不算入制度は適用されないため、

当該配当は、内国法人の各事業年度の益金の額に算入される。❷ 

ただし、当該国で損金算入された金額以外の部分については、同制度の対象とすることができる。❷ 

 

⑵ 外国税額控除制度について 

① 外国法人税の意義 

外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体によりホ人の所得を課税標準として課される税をいう。❸ 

 

 

② 外国税額控除の対象とならない「外国法人税の額」 

① 外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額 ❶ 

② 通常行われる取引以外の取引に起因して生じた所得に対して貸される外国法人税の額 ❶ 

③ （上記外国子会社配当など）法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額 ❶ 

 

③ 外国税額控除適用後に、外国法人税の額が減額された場合の処理 

その減額された事業年度の控除対象外国法人税の額からその減額された外国法人税の額相当額を控除した金額について、

外国税額控除の規定を適用する。❷ 

また、その減額された部分の金額は、その事業年度の益金の額に算入しない。❷ 
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⑶ 外国子会社合算税制について 

①ⅰ 外国関係会社の意義 

居住者及び内国法人並びに特殊関係居住者により、その発行済株式等の 50％超を直接及び間接に保有される外国法人をい

う。❸ 

 

①ⅱ 特定外国子会社等の意義 

外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所等の所在する国又は地域における所得に対して課される税の負担が、本邦に

おける法人の所得に対して課される税の負担と比して著しく低いものをいう。❸ 

 

② 制度の適用を受ける内国法人の範囲 

・ 外国子会社の発行済株式等の 10%以上を直接及び間接に保有する内国法人 ❷ 

・ 外国子会社の発行済株式等の 10%以上を直接及び間接に保有する一の同族株主グループに属する内国法人 ❶ 

 

③ 適用除外基準とその意義（基準 ❶×５、意義 ❶×５） 

適用除外基準 基準の意義 
適用除外基準が業種によって

異なる場合の代表的な業種 

１ 事業基準 
事業の性格上、その事業を外国で行うことの経済的

合理性が見出せるものを適用除外とする。 
─ 

２ 実体基準 
事業を行うに必要な固定施設を有しているものを

適用除外とする。 
─ 

３ 管理支配基準 
事業の管理及び運営を当該国において自ら行って

いるものを適用除外とする。 
─ 

４ 

非関連者基準 
事業を主として関連者以外の者と行っているもの

を適用除外とする。 

卸売業、銀行・証券業 

水運・航空運送業等 ❶ 

所在地国基準 
事業を主としてその外国法人の所在地国で行って

いるものを適用除外とする。 

農林水産業、建設業、製造業

小売業、サービス業等 

（注）特定外国子会社等の業種によって、判定する適用除外基準が異なるものについては、第４欄に記載すること。 
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Ｚ－６７－Ｄ 法人税法〔第二問〕－解 答－ 

 

(問 1) 

工事名 
税務上調整すべき金額 

若しくは強制適用されない理由 
計算過程 

甲 

完成工事収益計上もれ 

708,000,000 円（加算・留保）❶

 

完成工事原価計上もれ 

600,000,000 円（減算・留保）❶

〔甲工事〕 

⑴ 完成工事高 

1,200,000,000×
240,000,000＋600,000,000

960,000,000＋40,000,000
－30,000,000 

＝708,000,000 

⑵ 完成工事原価 

600,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔丁工事〕 

⑴ 完成工事高 

1,620,000,000×
285,120,000

1,296,000,000
－356,400,000 

＝708,000,000 

⑵ 完成工事原価 

285,120,000 

乙 

請負対価の額が 10 億円未満であるため、

強制適用されない。❷ 

丙 

幸治進行割合が 20％未満であるため、強

制適用されない。❷ 

丁 

完成工事収益計上もれ 

356,400,000 円（加算・留保）❶

 

完成工事原価計上もれ 

285,120,000 円（減算・留保）❶

戊 

着工日から当期末までに６月を経過して

いないため、強制適用されない。❷ 
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(問２) 

税務上調整すべき金額 計算過程 

1. 個別貸倒引当金に関する事項 

 

繰入超過額 

1,000,000 円（加算・留保）❷ 

 

〔Ｅ工務店〕 

⑴ 繰入限度額 

（15,000,000－2,000,000）×50％＝6,500,000 

⑵ 限度超過額 

7,500,000－⑴＝1,000,000 

2. 一括貸倒引当金に関する事項 

 

前期繰入超過額認容 

429,626 円（加算・留保）❶ 

 

当期繰入超過額 

972,250 円（加算・留保）❷ 

 

⑴一括評価金銭債権の額 

120,000,000＋11,000,000＋230,000,000－15,000,000＋348,000,000＊1❶ 

＋56,400,000＊2＋36,000,000＋11,950,000－100,000＋7,300,000＝805,550,000 

＊1 300,000,000＋708,000,000－120,000,000－540,000,000＝348,000,000 

＊2 356,400,000－300,000,000＝56,400,000 

⑵ 実質的に債権の額と認められないもの 

① 原則法 

イ Ａ社：100,000,000＜348,000,000  ∴100,000,000 

ロ Ｂ社：150,000,000＞56,400,000  ∴56,400,000 

ハ Ｄ社：20,000,000＜25,000,000＋7,300,000＝32,300,000  ∴20,000,000 

ニ 賃借人：8,000,000＞4,000,000  ∴4,000,000 

ホ イ＋ロ＋ハ＋ニ＝180,400,000 ❶ 

② 簡便法 

イ 
216,564,000＋174,560,000

926,344,000＋749,429,000
＝0.2339… → 0.233（小数点以下３位未満切捨て）❶

ロ 805,550,000×イ＝187,693,150 

③ ①＜②  ∴① 

⑶ ⑴－⑵＝625,150,000 

⑷ 繰入率 

① 貸倒実績率  

（3,250,000＋5,821,000＋2,500,000）×12/36

（662,998,000＋926,344,000＋749,429,000）÷３
＝0.00494… 

→ 0.0050（小数点以下４位未満切上げ）❶ 

② 法定繰入率 
６

1,000
 ❶ 

⑸ 繰入限度額 

① ⑴×0.0050＝4,027,750 

② ⑶×
６

1,000
＝3,750,900 

③ ①＞②  ∴① 

⑹ 繰入超過額 

5,000,000－⑸＝972,250 
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(問３) 

税務上調整すべき金額 計算過程及び美術品にあっては非減価償却資産に該当する理由 

機械装置に関する事項 

⑴ 減価償却に関する事項 

 

機械装置Ｇ減価償却超過額 

1,325,417 円（加算・留保） 

 

※ 期中供用資産であり、また、特

別償却の適用を受けるため、グル

ーピングは行わない。❶ 

〔機械装置Ｇ〕 

⑴ 繰入限度額 

① 25,330,667×0.286＝7,244,570 

② 28,000,000×0.08680＝2,430,400 

③ ①＞②  ∴① 

⑵ 繰入超過額 

7,000,000－⑴＝△244,570（切捨て） 

〔機械装置Ｈ〕 

⑴ 繰入限度額 

① （33,000,000＋250,000）×0.286＝9,509,500 

② （33,000,000＋250,000）×0.08680＝2,886,100 

③ ①＞②  ∴①×
10

12
＝7,924,583 

⑵ 繰入超過額 

（9,000,000＋250,000）－⑴＝1,325,417 

⑵ 特別償却に関する事項 

 

機械装置Ｇ特別償却準備金認定損 

1,400,000 円（減算・留保） 

 

機械装置Ｇ特別償却準備金戻入不足額 

1,400,000 円（加算・留保） 

 

機械装置Ｈ特別償却準備金積立超過額 

1,425,000 円（加算・留保） 

 

〔機械装置Ｇ〕 

⑴ 当期戻入不足額 

7,000,000×
12

60
＝1,400,000 

 

〔機械装置Ｈ〕 

⑴ 積立限度額 

（33,000,000＋250,000）×30％＝9,975,000 

⑵ 積立超過額 

11,400,000－⑴＝1,425,000 

 

美術品に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期繰入超過額認容 

429,626 円（加算・留保） 

 

Ｉに関する事項 

① 750,000×0.250＝181,500 

② 750,000×0.07909＝59,317 

③ ①＞②  ∴①×
10

12
＝156,250 → 超過額なし。❶ 

Ｊに関する事項 

① 900,000×0.133＝119,700 

② 900,000×0.04565＝41,085 

③ ①＞②  ∴①×
３

12
＝29,925 → 超過額なし。❷ 

Ｋに関する事項 

平成 27 年１月１日前に取得した資産については、平成 27 年１月１日以後最初に開

始する事業年度において再判定を行っていないため、減価償却資産とはできない。❷
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【別表四 所得の金額の計算に関する明細書】 

区 分 総 額 
処  分 

留  保 社外流出 

加 

算 

機械装置Ｇ特別償却準備金 

戻 入 不 足 額 
 1,400,000 1,400,000❶   

機械装置Ｈ減価償却超過額  1,325,417 1,325,417❶   

機械装置Ｈ特別償却準備金 

積 立 超 過 額 
 1,425,000 1,425,000❶   

美 術 品 Ｋ 計 上 も れ  150,000 150,000❶   

減 

算 

機械装置Ｇ特別償却準備金 

認 定 損 
 1,400,000 1,400,000❶   

      

      

      

 

【別表五（一） 利益積立金額の計算に関する明細書】 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 

区  分 
期首現在 

利益積立金額 

当期の増減 差引翌期首現在 

利益積立金額 減 増 

機械装置Ｇ特別償却 準備金 7,000,000  1,400,000 8,400,000❶

機械装置Ｇ特別償却 準備金 

認 定 損 
△7,000,000 △1,400,000 △1,400,000 △7,000,000❶

機 械 装 置 Ｇ   1,325,417 1,325,417❶

機械装置Ｈ特別償却 準備金 

積 立 超 過 額 
  1,425,000 1,425,000❶

美 術 品 Ｋ   150,000 150,000 
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(問４) 

税務上調整すべき金額 調整を要する理由及びその計算過程 

未払給与否認 

21,000,000 円（加算・留保）❶ 

 

傭船料否認 

12,000,000 円（加算・留保）❶ 

 

保険積立金計上もれ 

2,800,000 円（加算・留保）❶ 

 

繰延資産償却超過額 

3,500,000 円（加算・留保）❶ 

 

前期仮払交際費認容 

150,000 円（加算・留保）❶ 

 

前払費用計上もれ 

100,000 円（加算・留保）❶ 

 

Ｍゴルフクラブ入会金過大計上 

2,000,000 円（減算・留保）❶ 

 

役員給与損金不算入額 

2,168,000 円（加算・社外）❶ 

 

交際費等損金不算入額 

1,516,000 円（加算・社外）❶ 

 

原価算入交際費 

41,420 円（減算・留保）❶ 

 

 

⑴ 未払賞与が損金算入される要件は、①通知、②１月以内支給、③損金経理 であ

るが、通常賞与の支給は支給日在職基準によるため、基本通達９-２-43 により、①

を満たさない。また、この場合、２月以内の支払なので、②も満たさない。❶ 

⑵ 浚渫工事の請負に係る傭船料は、収益の計上と個別対応させるべき工事原価に該

当するため、短期前払費用の特例は使えない。また、翌年１年分とは平成 31 年１月

１日～12 月 31 日と考えられるため、この場合も１年以内に役務の提供を受けるこ

ととならず、短期前払費用の特例は使えない。❶ 

⑶ 従業員を被保険者、法人を受取人とする養老保険は、資産計上する。❶ 

⑷ 地代家賃は、短期前払費用の特例により損金算入。 

⑸ 繰延資産（借家権利金） 

① 35 年×
７

10
＝24 年 

② 3,600,000×
８

24×12
＝100,000 

③ 3,600,000－②＝3,500,000 

⑹ 役員給与 

120,000＋2,000,000＋48,000＝2,168,000 

⑺ 交際費等 

① 9,400,000－540,000＋250,000－200,000－150,000－120,000❶＋400,000❶ 

＋36,000＋180,000＋260,000＝9,516,000 

② 6,950,000×50％＝3,475,000 

③ 8,000,000×
12

12
＝8,000,000 

④ ②＜③  ∴③ 

⑤ ①－④＝1,516,000 

⑻ 原価算入交際費 

1,516,000×
260,000

9,516,000
＝41,420 
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法 人 税 法 【総評】 

 

〔第一問〕 

昨年までの傾向と異なり、用語の定義、手続き等を中心にした出題であった。 

問１ 

⑴については、基本的な箇所であり確実に得点してほしい。 

⑵については、複数ある事実のうち２つを解答するため、他の解答も考えられる。いず

れかは正答して欲しい。 

⑶については、①②はすぐに思いつくところであるが、③は解答が困難である。 

配点は 10 点としてあるが、６点以上の得点が望まれる。 

問２ 

外国子会社、外国税額控除、タックスヘイブン税制について、それぞれに係る用語の意

義を中心にした問題で、覚えていない場合には対応できない出題であった。 

⑴については、①②を正答し、③の一部を解答して欲しい。 

⑵は難しい問題であったため、①で部分点、②を１箇所、③も部分点で４点程度得点し

たい。 

⑶は、①②でなるべく多く得点しなければならない。③については、細部まで学習が進

んでいないと解答できなかった。合わせて 10 点程度得点したい。 

 

〔第二問〕 

個別問題形式での出題となった。 

問１ 

甲・乙・丁工事については確実に得点してほしい。丙または戊工事のいずれかを正答で

きれば有利となる。問２に影響するため、慎重に解答しなければならなかった。６点～８

点程度。 

問２ 

問１の数値を使用しなければならないため、一括評価金銭債権の金額を合わせることは困

難である。したがって、個別貸倒引当金の繰入超過額及び前期繰入超過額認容を確実に得点

し、計算過程での部分点を３点以上得点したい。６点以上。 

問３ 

比較的簡単そうに見えるが、非常に難しい問題であった。特別償却準備金の処理は問題文

の読み取りミスが生じやすいと思われる。また、グルーピングに関することや美術品では基

本通達や別表記載事項による判断を要する箇所があり、高得点は望めない。６点程度。 

問４ 

基本通達レベルでの深い知識が要求される箇所が多くあったので、得点を伸ばすのは困難

であったと思われる。少なくとも問題文の読み落とし、読み誤りにより失点することは避け

たかった。資料が多く、調整事項も多かったため交際費等の数値を合わせることは困難であ

るが、７点以上得点してほしい。 

 

 

 ボーダーライン 合格確実ライン 合計 

理論 28 点／50 点 34 点／50 点 ボーダーライン：54 点 

合格確実ライン：65 点 計算 26 点／50 点 31 点／50 点 

 


